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1. 「新検査制度の効果的な実施に関する検討」を始めた
理由

2. 「新検査制度の効果的な実施に関する検討」内容



米国の商業原子炉向け検査制度の変遷に関する考察

3

1980～ 1998
SALP  

1986～1999
SMM
Senior Management Meeting
/Watchlist

1988-1999
PPR
Plant
Performance
Review

1993-1999
IRAP ※検討名
Integrated Review 
Assessment Process

Systematic Assessment Licensee Performance

2000～現在
ROP

Reactor Oversight 
Process

「TMI事故前」 「SALP」期通称 「ROP」期

～1979 
POP (previous 
oversight 
process)

UCS,” Reactor Oversight Process“ NRC, ML12208A272, “Reactor Oversight Process” Inspection Manual Chapter 0308
NRA 「米国の監視評価の仕組みの変遷について（SALPからROPへ）」等をもとに作成

自己紹介



「新検査制度の効果的な実施に関する検討WG」とは

• 「新検査制度の効果的な実施に関する検討ワーキンググループ」 （以下.
WG)は、「原子力安全部会」に設置されているワーキンググループ。

• 2019年5月に発足。新検査制度試運用時に検討開始。

• 新検査制度については多くの関係者が理解途上にあることを背景に、効果的な
制度運用のあり方や、制度の信頼性と透明性の向上という制度の質の向上に関
する検討を行う。

• 新検査制度関係者との対話、そしてより開かれたコミュニケーションに努め、新検
査制度の効果的運用に寄与していく。
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• ROPは「原子力安全に対し、公衆から信頼を得ることが、官産民による検討を通じて根源的理念として合
意された」オーバーサイト(監督）制度。

• 「リスク情報の活用(リスクインフォームド）」「パフォーマンスベースド」が主な特徴。

NRC 2017-2018 Information Digestに基づき作成

原子炉オーバーサイトの枠組み

パフォーマンス指標

検査での気づき
(findings)

アクションマトリクス

原子力発電の利用における公衆の健康と安全を守るミッション

原子炉安全 放射線安全 安全保障

起因現象 緩和系 バリア
健全性

緊急時
計画 公衆被ばく 従業員

被ばく セキュリティ

ヒューマン
パフォーマンス 問題の把握と解決 安全を重視する労働 環境

戦略的パフォーマンス
領域

コーナー
ストーン

分野横断問題

安全上の重要性 増加、 より厳しい監督

参考：「新検査制度」の参照制度 -米国ROP-
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参考：「新検査制度」の参照制度米国ROP  レポート例

検査の気づきに関するレポート例 （ラサール1号機、2020年8月）

NRC LaSalle 1 – Quarterly Performance Summary
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新検査制度開始が「変革」を伴う理由

• 事業者の一義的責任の不徹底
• 複雑・細分化された検査体系

• 検査の種類の細分化
• 検査の種類による不統一
• 品質保証に係る検査の重複、細切れ化

• ハード面の検査の偏重
• 柔軟性の低い検査の仕組み
• 有効かつ効率的な検査手法導入の必要性
• 検査の結果と行政上の措置

2016年当時の制度が抱えていた問題

（原子力規制庁「検査制度の見直しに関する中間取りまとめ」2016年）

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、事業者、規制機関
双方において、安全神話に陥ることなく継続的改善に向けた努力を続けていく必要
がある。」 原子力規制庁「検査制度の見直しに関する中間取りまとめ Ⅳ．新たな監視・

評価の仕組みの構築に向けた考え方」2016年8月
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• 検査制度と制度が根ざす考え方は、この10年でもっとも大きく変わる部分の一つである。

IAEAの勧告（検査制度）
効率的でパフォーマンスベースの、
より規範的でない、リスク情報を活
用した原子力安全と放射線安全
の規制 (IAEA IRRS 2016年)



現在の新検査制度

特徴
• 安全確保の実績の重視
（パフォーマンスベースド）

• リスク情報の活用

監視業務フローの運用

新検査制度は、制度設計および試運用を経て2020年4月から運用段階に移った。

（原子力規制庁 ウェブサイト 「原子力規制検査の概要」）

8



1. 「新検査制度の効果的な実施に関する検討」を始めた
理由

2. 「新検査制度の効果的な実施に関する検討」内容



WG検討体制 -2020年度-

• 主査 ：近藤 寛子 （東京大学/マトリクスK）
• 幹事 ：山本 章夫（名古屋大学）
• 幹事 ：河村 篤志（北陸電力）
• 委員 ：関村 直人（東京大学）
• 委員 ：高橋 信 （東北大学）
• 委員 ：中島 健 （京都大学）
• 委員 ：山本 晃弘（福井県）
• 委員 ：尾野 昌之（原子力安全推進協会）
• 委員 ：浜田 誠一（中部電力）
• 委員 ：穴原 直樹（KK6安全対策共同事業）
• 委員 ：爾見 豊 （発電技検）
• 委員 ：富田 邦裕 (東京電力）
• 委員 ：古田 泰 （原子力リスク研究センター）

• 出席者
金子修一 （原子力規制庁）
古金谷敏之 （原子力規制庁）
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1. 実地確認
複数プラントにおける試運用状況を実地確認する

 5回の試運用視察（4人のWG委員が日常検査、チーム検査、検査官の研修状況を視察）

2. 情報入手・コミュニケーション
検討に必要な情報を、新検査制度の関係者、諸外国制度関係者から入手するとともに、WGからも検討状況を
共有する

 NRAの新検査制度主管部署、事業者、学会員、海外規制機関、海外第三者など
 検査官会議、事業者主催会議、学会の部会・支部等にて活動紹介

3. リサーチ・分析
制度設計・試運用の問題点および改善事項、改善方法の調査及び検討を行う

 検討項目ごとに検討内容をまとめた「検討ペーパー１～５」の作成

4. 提言
解決の方向性・方策オプションの策定に関する検討を行う

 NRA、事業者等の関係者に「検討ペーパー」を共有

5. 自己評価
WGによる制度検討の有用性と改善点に関する自己評価を行う

 定期的自己評価の実施

WGの主な実施内容 -2019年度-
• WGの活動は主に以下の５つの内容から構成される。✓は、これまで実施した内容。
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検討概要とアプローチ

検討概要
現在試運用中の新検査制度が、原子力安全に資する健全な制度として運用しうるかどうかを検討す
る。検討には、提言も含まれる。WGでは、15の検討項目を設定し、数項目を毎回WGで取り上げ集
中検討し、1年間で全項目を扱う。同じ検討項目を活用することにより、制度の進展状況に対する一
貫した尺度での検討を目指す。

アプローチ検討アプローチ

検査制度の検
討軸と検討項目

の設定
検討の順番設定

※NRAの活動原則及び中間とりまとめにおける「見直し」に関する記述内容を指す。

• 現行制度において
起きた問題を現在
の価値基準※から
とらえる。

• NRAの活動原則、
新検査制度の目
的の観点から検討
軸を設定。

• 検討軸から15の
検討項目を導出。

検討

• 検討項目に対し、
検討の順番を設
定する。

• 制度が試運用中
であるため検討し
づらい項目につい
ては、適切な時期
を想定する。

• 検討に必要な情報
を収集し、検討を実
施する。

• 検討内容は以下を
カバーする。
⁃ 取り組めている
こと

⁃ 提言

検討ペーパー
の作成と共有

拡大版WG開
催/年度報告

書

• 個々の検討結果
を数ページにまとめ
る。

• NRA・事業者と共
有する

• NRA・事業者から
フィードバックを得る

• 検討結果の共有を
通じ、新検査制度を
考えるきっかけづくりと
する

• 出席者からのフィード
バックをもとに、検討
の質を向上
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検討軸と項目の考え方
13

 保安検査における課題への着眼
保安検査において顕在化していた問題が新検査制度において解消されるかどうかについて

 検査制度に対する着眼（NRAの行動指針）
NRAが理念に基づき、規制活動を実践しているかどうかについて

 制度設計に対する普遍的な着眼
期待成果、制度メカニズム、外部への影響、制度運営など、制度設計のより普遍的な点で、
新検査制度はどのようであるかについて

検討軸

• WGは新検査制度について、NRA、事業者、国民、第三者など、多様なステークホルダーをもつ制度であることに着目
し、検討開始にあたり、３つの検討軸を用意した。



検討項目

制度メカニズム期待成果 制度運営実現手段

• 検討軸を用いて、以下の15項目をWGの検討項目として導出した。

新検査制度は原子力
安全確保に有効か

新検査制度は透明性と
社会からの信頼を獲得
しているか

パフォーマンスベースドを
実現しているか

リスク情報の活用を取り
入れ、リスクに沿った行
動・実践をしているか

新検査制度には新しい
知見や技術に対する受
容性があるか

制度に対するNRA外の
有用な意見を取り込む
プロセスは機能している
か

新検査制度は無駄な
手続きを軽減できる制
度になっているか

制度設計・運用の課題
をマネージできているか

制度設計・試運用時の
作業計画とアウトプット
をマネージできているか

制度設計・試運用ノウ
ハウを継承・活用してい
るか

規制体系に対する新検
査制度の影響を特定し
ているか

パブリックとのコミュニケー
ションプロセスを向上させ
ているか

事業者のさらなる安全
性向上に役立っている
か

1.安全確保

3.社会の信頼

7.組織的向上心

8.実効ある行動

4.パフォーマンスベースド

5リスクインフォームド

当事者は新検査制度
の特徴や現行制度との
違いを適切に認識して
いるか

10.当事者の共通理解

11.透明性

13.課題・リスク管理

9.実効ある行動

14.実効ある行動

12.開かれた組織

2.更なる安全性向上

15.独立した意思決定
新検査制度を改善させ
るメカニズムは機能して
いるか

6.継続的改善

14

新検査制度の効果的な実施に関する15の検討項目



検討項目一覧
大分類 中分類 説明 小分類

期待成果 1.安全確保
新検査制度は原子力安全確保を維持する制度になっ
ているか

1．「福島事故」のような重篤な事象を防止するために有効か
2．安全確保上必要な活動が行われているか。
3. 指摘とすべき状態は漏れなく検出されている見通しがあるか。
4. 事業者に対し必要な是正を促す制度になっているか

期待成果 2.更なる安全性向上 事業者のさらなる安全性向上に役立っているか 1.「事業者のさらなる安全性向上」に新検査制度は役立つのか

期待成果 3.社会の信頼 新検査制度は透明性と社会からの信頼を獲得している
か

1.新検査制度は透明性を確保しているか
2.新検査制度は社会の信頼を獲得しているか

制度メカニズム 4.パフォーマンスベースド パフォーマンスベースドを実現しているか
1．期待されるパフォーマンスベースドは、制度メカニズムに埋め込まれたか
2.  パフォーマンスベースドの検査活動が実践されているか
3. プロセス型検査、逐条型検査、コンプライアンス型検査は減っているか

制度メカニズム 5.リスクインフォームド リスク情報の活用を取り入れ、リスクに沿った行動・実践
をしているか

1.リスク情報の活用の考え方は検査制度の枠組みに埋め込まれ、実現されているか
2.事業者は、新検査制度におけるリスク情報の活用について 状況と課題を把握し、
対応の見通しをもっているか

制度メカニズム 6.継続的改善 新検査制度を改善させるメカニズムは機能しているか 1.検査制度を改善させるメカニズムは機能しているか

実現手段 7.組織的向上心 新検査制度には新しい知見や技術に対する受容性が
あるか 1.新検査制度には新しい知見や技術に対する受容性があるか

実現手段 8.実効ある行動 新検査制度は不必要な手続きを軽減できる制度になっ
ているか

1.新検査制度は不必要な手続きを軽減(reduce unnecessary regulatory 
burden)した制度になっているか

実現手段 9.実効ある行動 制度設計・試運用ノウハウを継承・活用しているか 1.制度設計・（試)運用ノウハウを継承・活用しているか

実現手段 10.当事者の共通理解 当事者は新検査制度の特徴や現行制度との違いを適
切に認識しているか

1.当事者が新検査制度の目指す姿を実現するために必要な理解レベルに到達して
いるか。

実現手段 12.透明性 制度に対するNRA外の有用な意見を取り込むプロセス
は機能しているか

1. 新たな気づき、改善につながる主な機会を獲得し、制度設計や試運用に反映し
たか
2. パブコメ募集は活発化しており、得られたパブコメを規制庁は制度改善に活用し
ているか

制度運営 13.課題・リスク管理 制度設計・運用における課題をマネージできているか 1.新検査制度の潜在的課題が特定され、対応方針が策定されているか
2.検査制度の課題について、主要関係者間での共通認識化が図られているか

制度運営 14.実効ある行動 制度設計・試運用時の作業計画とアウトプットをマネー
ジできているか

1.NRAによる中間とりまとめから現時点までの実施内容および予定に関するフィット
ギャップへの対応の適切性や変更マネジメントがとられているか

制度運営 15.独立した意思決定 規制体系に対する新検査制度の影響を特定しているか 1.規制体系に対する新検査制度の影響を特定しているか
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http://www.aesj.or.jp/~safety
/main_other.html

 新検査制度の成功とは「原子力安全確保に有効」「
事業者の更なる安全向上に役立つ」「透明性と社会
からの信頼確保に取り組む」ことにある。

 成功は、「あらゆる関係者が変革リーダーシップを発揮
するか否かというチェンジマネジメントにかかっている。

• 制度の枠組みのみで自動走行できるほど、制度は成
熟していない。

• ROPを直接適用できない実用発電用原子力施設
以外の施設については、グレーデッドアプローチに基づ
く制度設計を行う

• 新検査制度による変化と変化による結果へのレビュ
ーと対処を継続的に実施する

• 人員の入れ替わりに耐えられる運用体制の構築
• RIDMを通じてより安全上意味のある活動に注力し
、RIDM推進の成果を明確に示す必要

• 規制-事業者との2項関係だけに陥らないこと
• 広い枠組みから検討すること

新検査制度試運用段階までの検討から明らかになったこと
16
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検討項目及び検討結果

 当事者が新検査制度の目指す姿を実現するために必要な理解レベルに到達してい
るか。

取り組めていること
（略）

WGからの提言
• 検査制度の理解に基づき、一貫性を持って適切に検査を実施しているかに着目する。例えば従来の
検査制度の課題（過剰な逐条型）に引きずられていないか、といったことを客観的に確認する手立
てがない。

• この点に関し、検査の実態調査を実施し、検査官が制度理解に基づき適切に検査を実施しているか
を確認してはどうか。

• 調査を通じ、良好な事例、課題の把握、検討を通じて「展開すべき」あるいは「改善すべき」属性を特
定することが期待できる。

• 新検査制度は、被規制者に対しても、理解とマインドセットレベルからの行動変化を求めるものである。
検査制度の初期段階における被規制者の理解は、制度の円滑な運用開始に不可欠だと言える。

• 事業者において新検査制度を理解すべき人数は、規制庁に比べ桁外れの規模になる。多くの事業
者は、本店・（複数）発電所などのロケーションの違いや、重層的かつ細分化された組織構造を備
えており、理解の浸透には時間がかかると考えられるが、理解の浸透状況や具体的な課題が明示化
されていない。

• この点に対し、検査の実態調査の実施。新検査制度の理解状況（特にマインドセットと行動の変化
に着目）を確認してはどうか。 参考資料「理解醸成活動に対する事業者の反応」

検討結果

当事者は新検査制度の
特徴や現行制度との違い
を適切に認識しているか

10.当事者の共通理解
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WGが、フェーズⅡ時の説明会アンケートを用いて、全回答者から施設ごとに無作為に534件を抽出し、分析した

グラフごとに 一番左 まだほとんど理解できてない 真ん中 どちらともいえない 一番右 十分に理解出来た

参考 理解醸成活動に対する事業者の反応
• NRAは、試運用開始時より、発電所や原子力施設にて新検査制度説明会を行い、参加者アンケートを実施した。

18

• WGは、このアンケ―ト結果に対し、サンプリング調査を実施。調査から明らかになったことは以下の通り。
• 説明会は事業者の理解を促したが、事業者の理解にはばらつきがあると考えられる

• 説明会参加者は、制度概要について、ある程度以上理解した。一方で、「行動の変化」に関する質問の理
解状況は、「制度概要」の質問より、理解状況がよくない。これは「行動の変化」は、知識の習得だけでなく、
経験を通じ実感を持てることと関係している可能性があると考えられる。

• フェーズ毎の回答傾向を確認し続ければ、事業者の理解状況をおおまかにとらえることができる。
 試運用説明会の位置づけ

 試運用説明会アンケ―トに対する分析結果
説明会 説明会

制度設計 本運用フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３
試運用

現在
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検討項目

検討結果

新検査制度を改善させるメカニズムは機能しているか
新検査制度を改善させ
るメカニズムは機能して
いるか

6.継続的改善

取り組めていること
（略）

WGからの提案
• 本運用が開始されてからも被規制者、NRC検査官などの海外専門家、学識経験者などの意見もイン
プットとしながら制度の改善を図っていくことが必要。改善具合を定量的および定性的に継続して自己
評価する仕組みを構築してはどうか。チーム会合やWGを今後も引き続き設けることで、自己評価に対
する助言を得ることも可能となる。

• 定性的な評価については、評価の妥当性や客観性の担保が困難であることから、たとえ、「パフォーマン
スベースドの実現」といった同じテーマを評価したとしても、実施体制が異なれば、異なる評価になること
もある。新しい検査制度であるがゆえ、新たな目で多面的な検討がなされることによって、改善が加速
することが期待される。当WGからNRAに対し定性的検討すべき事項や論点を提示したい。
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参考 NRCが行うROPの自己評価
• 米国NRCは、ROPの自己評価を行い、改善につとめている。現在行われている自己評価では、「独立性」「開放性」「効

率性」「明示性」「信頼性」が評価軸である。この評価に基づき、事務局が改善策を検討し、規制委員会に提出している。

NRC, Reactor Oversight Process Self-Assessment Metric Report 2018 
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 新検査制度の検討開始の背景には、「事業者、規制機関双方において、安全
神話に陥ることなく継続的改善に向けた努力を続けていこう」とする問題意識が
あった。

 新検査制度によって、「原子力安全確保に有効」「事業者の更なる安全向上に
役立つ」「透明性と社会からの信頼確保に取り組む」ことの実現は、継続的安全
性向上を促進する。

 新検査制度を効果的に運用し続けられるよう、常にチェックし、改善する必要が
ある。その際は、幅広い関係者に直接的・間接的接点を持っていただくことが欠か
せない。

 以上の継続的な取り組みを通じ、原子力安全に対する社会の信頼を得ていくこ
とが大切である。

まとめ
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